
修 繕 特 記 仕 様 書 
 

１ 修 繕 名   

平川浄水場外８監視制御設備修繕 

 

２ 履行場所   

平川浄水場       ：千葉市緑区平川町２２１０ 

  大木戸浄水場      ：千葉市緑区大木戸町１４１７ 

大野台送水ポンプ場   ：千葉市緑区大野台１－９－１４ 

土気浄水場       ：千葉市緑区土気町１６３５－２ 

誉田給水場       ：千葉市緑区おゆみ野６－３３－１ 

更科浄水場       ：千葉市若葉区更科町１３７７ 

ちばリサーチパーク浄水場：千葉市若葉区上泉１１７０ 

高根給水場       ：千葉市若葉区高根町８８１－７０ 

ちはら台計量施設    ：市原市ちはら台南３－２１－２ 

 

３ 修繕期間   

契約締結日の翌日から令和８年３月１９日まで 

 

４ 修繕概要 

  平川浄水場外８施設に設置されている遠方監視装置が老朽化に伴い、故障するおそれがあ

るため修繕を行うことで機能回復を図るものである。 

   

５ 修繕内容 

（１）遠方監視制御装置  一式 

 

（２）修繕部品 

   別紙のとおり 

 

（３）交換後の動作試験調整 

   外観チェック、配線チェック、組合試験、その他必要な項目 

 

７ 留意事項   

（１） 監督員と事前に十分協議の上、施設の運転管理に極力支障を与えないよう効率的かつ迅

速に施工すること。 



（２） 施設の運転停止等の設備的影響を生じないよう十分考慮し養生及び施工を行うこと。 

（３） 試運転調整は、設備の運転操作に精通した技術員の立会の下で実施すること。 

（４） 既設設備等を再利用並びに再接続するに当たっては、現場環境に留意し、十分な養生を

行うこと。 

（５） 発生材は、監督員の指示により、引渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律等関係法規を遵守し、適正に処理すること。 

（６） 試運転調整における調整項目は監督員と協議の上、決定し報告すること。 

 

８ その他 

 本修繕の施工上で疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、 

受注者協議の上、これを定めること。 
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修 繕 部 品 一 覧

修繕対象機器 修繕部品一覧

平川浄水場
遠方監視装置（親局）

大木戸浄水場
遠方監視装置（子局）

監
視
制
御
設
備

土気浄水場
遠方監視装置（子局）

誉田給水場
遠方監視装置（子局）

更科浄水場
遠方監視装置（子局）

ちばリサーチパーク浄水場
遠方監視装置（子局）

ちはら台計量施設
遠方監視装置（子局）

大野台送水ポンプ場
遠方監視装置（子局）


